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令和８(2026)年度科学研究費助成事業（学術研究助成基金助成金）（「基盤研究（Ｃ）」 
及び「若手研究」における独立基盤形成支援（試行））の交付内定について（通知） 

 
 
 独立行政法人日本学術振興会（以下「日本学術振興会」という。）が交付を行う令和８(2026)年
度科学研究費助成事業（学術研究助成基金助成金）のうち、「基盤研究（Ｃ）」及び「若手研究」
における独立基盤形成支援（試行）について、別添「令和８(2026)年度交付内定一覧（独立基盤形
成支援 追加配分）」（以下「内定一覧」という。）のとおり交付内定をしましたので通知します。
また、今回交付内定をしなかったものは不採択となりましたので、併せて通知します。  
 ついては、内定一覧の内容を各研究代表者に通知するとともに、研究代表者がこれにより助成
金の交付を希望する場合には、下記の書類を提出してください。 
 
 

記 
 
Ⅰ 提出書類及び提出期限 

  「科学研究費助成事業－科研費－学術研究助成基金助成金の使用について各研究機関が行うべ
き事務等（令和８(2026)年度）」の内容を確認した上で、下記の提出書類を、日本学術振興会研
究助成第一課に、それぞれの提出期限までに提出してください。 

 
提出書類  作成者 提出期限  

(1)必ず提出する書類  
 ①変更交付申請書（様式D-2-7）  

②支払請求書（様式D-4-1） 研究代表者  ７月８日（水） 

(2)必要に応じ提出する書類（※） 

 
③変更交付申請の辞退届 研究機関  ７月７日（火） 

 
※ 該当する課題がある場合には、様式をお送りしますので日本学術振興会まで御連絡くださ

い。 
 
 
Ⅱ 提出方法 

Ⅰ(1)については、科研費電子申請システム（以下「電子申請システム」という。）により日本学術振
興会へ提出してください。（別紙１参照）。 

 
※ 印刷物の郵送による提出は不要です。 

 
 

Ⅲ 留意事項 

１．交付条件については、今年度当初の交付決定時に送付したものから変更はありません。  
   

２. 独立基盤形成計画調書に記載した研究基盤整備（Ⅰ）に計上した経費については、「基盤研
究（Ｃ）」又は「若手研究」の研究課題の遂行に必要な研究基盤整備費用であることを確認し
てください。 



 
３. 今回の独立基盤形成支援については、「基盤研究（Ｃ）」又は「若手研究」の支援対象者に

対して、所属する研究機関が実施する研究基盤整備のために措置するものです。そのため、当
初交付している「基盤研究（Ｃ）」又は「若手研究」の直接経費と合算して使用する場合は、
必ず「科学研究費助成事業－科研費－学術研究助成基金助成金の使用について各研究機関が
行うべき事務等」の【合算使用の制限】を参照してください。 

 
４．本件通知日以降、直ちに必要な契約等を行って差し支えありませんので、交付申請を行う

各研究代表者に周知願います。必要な経費は、助成金受領後に支出し、又は研究機関等が立
て替えて助成金受領後に精算してください。また、間接経費については、公正・適正かつ計
画的・効率的に使用してください。  

 
５．変更交付決定については８月上旬頃、送金については９月上旬頃に行う予定です。 

 
６．交付申請書に含まれる個人情報は、助成金の交付等業務のために利用（データの電算処理及び管

理を外部の民間企業に委託して行わせるための個人情報の提供を含む。）するほか、府省共通研究
開発管理システム（e-Rad）に提供するとともに、政府標準利用規約※に準拠して取り扱い、国立情
報学研究所の科学研究費助成事業データベース（KAKEN）に収録し公開する予定です。 

 
 ※【参考：公共データ利用規約（第1.0版）（平成25年6月25日 各府省情報化統括責任者（ＣＩＯ）連絡会議

決定 令和6年7月5日改正）】 
  URL：https://www.digital.go.jp/resources/open_data 

 
７．変更交付申請書の提出後から変更交付決定までの間に研究代表者に異動等があった場合には、速

やかに「Ⅳ 提出先・問合せ先」に連絡してください。 
 

８. 今回の交付内定を受けた研究代表者が、変更交付決定後に所属する研究機関を異動する場
合は、独立基盤形成支援に係る追加配分の執行を停止し、未使用額の返還の手続きをとるこ
とになります。 

 
 

Ⅳ 提出先・問合せ先  

〒102-0083 東京都千代田区麹町５－３－１  
独立行政法人日本学術振興会 研究助成部 研究助成第一課 研究助成第一係  

TEL 03-3263-4724,0996 
 
 
（添付書類）  
別 添「令和８(2026)年度交付内定一覧（独立基盤形成支援 追加配分）」 
別紙１「電子申請システムを利用した交付申請について」 
別紙２変更交付申請書【D-2-7】〔記入例〕 
別紙３支払請求書【D-4-1】〔記入例〕 
参考１「科研費振込口座の開設及び登録（修正）について」 

 


